
＊この申出書は介護保険のみに関する送付先変更です。

介護保険以外の送付先変更については、別途手続きが必要です。

係　　員課　　長 係長

　　　　年　　　　　　月　　　　　　　日（あて先）　京都市　山科　区長
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介護保険に係る送付先住所申出書

住　所

〒

）

□　住所登録地以外に滞在中

□　すべての郵便物

□　保険料に関する郵便物のみ

（いずれかの□にレ印をつける)

□　その他（

（連絡先　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□　成年後見人制度利用

□　郵便物の管理が困難なため

□　入院又は入所のため

  今後、郵便物については次のとおり送付してください。

送付先設定理由 送付先住所と被保険者の関係 送付先住所の使用範囲 備　　　　　　　考

送付先住所 〒

ー

(連絡先　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　　



 委 任 状  

 

介護保険に係る通知物の送付先設定の申請に関する権限について、下記の者

に委任します。 

 

記 

 

１ 受任者（申出人） 

 

 

（氏名）                              

 

 

（住所）                              

 

※受任者の本人確認ができる書類（運転免許証など）の写しも提出してください。 

 

 

２ 委任者（被保険者） 

 

 

（氏名）                              

 

 

（住所）                              

 

 

３ 委任日  

 

 

     年     月     日 

 



 送付先住所を設定するにあたって  

 

 住民票と異なる住所に、介護保険に係る通知物の送付をお送りするためには、「介護保険

に係る送付先住所申出書」に必要事項を御記入いただき、以下の書類を同封して送付してい

ただく必要があります。 

 なお、申出人が御本人以外の方の場合、本人からの委任状が必要となります。 

 

提出していただく書類一覧 

申出人が御本人の場合 申出人が御本人以外の方の場合 

・介護保険に係る送付先住所申出書 

・御本人の本人確認書類の写し 

・介護保険に係る送付先住所申出書 

・申出人の本人確認書類の写し 

・御本人からの委任状 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 送付先住所を設定するにあたって、手続等で御不明な点がありましたら、下記まで   

お問合せください。 

 ※住民票が山科区以外の方は、住民票のある区役所又は支所に提出してください。 

 

 

【主な本人確認書類の例】 

・介護保険被保険者証 ・運転免許証 ・運転経歴証明書 ・パスポート 

・マイナンバーカード ・住民基本台帳カード ・身体障害者手帳 

・健康保険資格確認書 ・介護支援専門員証 等 

 
 
 

※ 成年後見制度の後見人等の場合は、登記事項証明書（写し）と本人確認書類

を添付してください。被保険者の委任状は不要です。 

【提出及びお問合せ先】 

〒６０７－８５１１ 

京都市山科区椥辻池尻町１４番地の２ 

京都市山科区役所 保健福祉センター  

健康福祉部 健康長寿推進課 高齢介護保険担当 

ＴＥＬ：０７５－５９２－３２９０  ＦＡＸ：０７５－５９２－３１１０ 

 

 


